
様式第 3 号 

会  議  録 

会 議 名 

（付属機関等名） 

 

平成 26 年度（第 1 回）川西市国民健康保険運営協議会 

事 務 局 （担当課） 
健康福祉部 国民健康保険課 （内線 2631） 

 

開 催 日 時 
平成 26 年 9 月 11 日（木） 午後 2 時 30 分 

開 催 場 所 
川西市役所 4 階 庁議室 

 

 

 

出 

 

席 

 

者 

 

委 員 

中原  光治    中井  久子   佐々木 保幸   久原  桂子 

 

上田  邦彦      松浦  孝治    三宅  圭一   白石 美智子 

 

大西  和子      田村  幾男    有村 惠子    雨森 博司 

 

そ の 他 

 

 

事 務 局 

健康福祉部長  長寿・保険室長  保険収納課長   

国民健康保険課長補佐  事務員 

傍聴の可否 
可 

傍聴者数 
0 人 

 

傍聴不可・一部不可の

場合は、その理由 

 

 

 

会 議 次 第 

（１） 平成 25 年度国民健康保険事業特別会計の決算状況等につ

いて 

（２） 出産育児一時金の改正について（諮問・答申） 

（３） その他 

 

会 議 結 果 

 



審 議 経 過 （１） 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康福祉部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは定刻が参りましたので、ただいまより、平成２６年度第１

回目の川西市国民健康保険運営協議会を開会いたします。 

本日は大変お忙しいところご出席いただき、誠にありがとうござい

ます。 

２５年度の保険税率の見直しにおいては、厳しい保険財政のもとに、

我々協議会としては大変断腸の思いですけれども、被保険者の皆様に

ご負担をお願いするということで１０パーセントを超える保険税率の

改定を行うに至りました。その結果、２５年度の国保の財政がどのよ

うになってきたのか、あるいは２６年度の見通し、そのへんについて

今日は事務局のほうから説明があると思います。みなさんもそのへん

についてご理解いただきたいというように思います。 

本日の会議は、「川西市国民健康保険運営協議会会議公開制度運用

要綱第５条」の規定に基づきまして傍聴を認めることとしております

ので、ご了承をお願いいたします。 

はじめに、２名の方を新たに委員にお迎えしますので、健康福祉部

長より委嘱辞令の交付があります。 

なお、再任の方につきましては、委嘱状と辞令を机に配布させてい

ただいているとのことです。 

それでは事務局、お願いいたします。 

 

＜健康福祉部長より辞令交付＞ 

 

ありがとうございました。新任の委員の方、よろしくお願いいたし

ます。 

続きまして、健康福祉部長より皆様にご挨拶を差し上げます。よろ

しくお願いいたします。 

 

どうも皆様こんにちは。川西市健康福祉部長でございます。 

本日は皆様大変お忙しいなかを、平成２６年度の第１回目の川西市

国民健康保険運営協議会にご出席をいただき、誠にありがとうござい

ます。委員の皆様におかれましては、日頃より本市の国民健康保険事

業の運営に格別のご理解とご協力をいただき、厚くお礼を申し上げま

す。 

さきほど会長にも触れていただきましたけれども、前回の保険税の

税率の改定の折は、皆様には慎重にご審議をいただきまして、種々ご

意見を賜りましたけれども、おかげをもちまして税率の改定を行わせ

ていただいております。 

本日はその会計状況などの報告をしてまいりますけれども、国民健 
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康保険制度は国民皆保険制度の基盤を成す制度とし、我々としてはこ

れをできる限り安定して運営して参る考えです。 

本日は国民健康保険の決算状況のほか、出産育児一時金の改定につ

きましても皆様にご審議いただく予定としております。どうか忌憚の

ないご意見をいただきますようお願い申し上げまして、私のご挨拶と

いたします。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、事務局より、委員の紹介をさせていただきます。事務

局、よろしくお願いします。 

 

＜事務局より委員及び事務局の紹介＞ 

 

よろしくお願いいたします。 

続いて、間もなく皆様の任期が一旦終了するようなかたちになって

おりますが、これから来年の税率改正に向けてご審議を１２月、１月

と続けていただくことになっております。今回の任期が９月１５日で

切れますので、９月１６日からの新しい会長の選出をお願いしたいと

考えております。 

その会長の選出につきましては、国民健康保険法施行令第５条によ

りまして、公益を代表する委員の中から選出するということになって

おります。公益を代表する委員の皆様にはもうご了解をいただいてお

りますけれども、現会長に引き続き会長のご就任をお願いさせていた

だきたいというように考えております。 

会長、よろしいでしょうか。 

 

微力ですけれども、やらせていただきたいと思います。 

皆様のご協力を得て、この運営協議会がスムーズに進みますように

努めてまいりますので、よろしくお願いします。 

 

ありがとうございます。 

そうしましたら今回の会議のほう、引き続きよろしくお願いします。 

 

本日は、先ほど紹介がありましたけれども、委員と委員が欠席をさ

れております。 

それでは議事を進めたいと思います。 

まず、本日の協議会議事録の署名委員を選出させていただきたいと

思います。私から指名をさせていただきたいと思いますけれども、ご 



 

審 議 経 過 （３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長寿・保険室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異議ございませんでしょうか。 

 

＜異議なしの声あり＞ 

 

異議なしという声をいただきましたので、本日の署名委員としまし

て、委員と委員を指名いたしますのでよろしくお願いいたします。そ

れでは議題に基づきまして進行させていただきます。 

まず、協議事項第１「平成２５年度国民健康保険事業特別会計の決

算状況等について」を議題といたします。内容について事務局より説

明をお願いいたします。 

 

それではまず、会議資料のほうの確認をさせていただきます。まず

右上に資料１としております、Ａ４の分です。題名が、「平成２５年

度国民健康保険事業特別会計収支（見込）について」という資料です。

次は、Ａ４横の資料です。資料２としております。タイトルは、「川

西市国保における賦課限度額引上げと法定軽減対象者拡大による影響

（当初賦課時点での推計）」というものです。もう一つは、資料３と

しております。Ａ４縦型の、両面に印刷をしているものです。タイト

ルが、「出産育児一時金等の見直しに伴う関係政令等の改正内容につ

いて」という資料です。またもう一つ、冊子をお渡ししているかと思

います。「国民健康保険 事業概要」です。 

以上４点、机の上にご用意させていただいているはずですけれども、

よろしいでしょうか。 

それでは順次説明の方を始めさせていただきます。 

まず資料１のほうをご用意いただけますでしょうか。平成２５年度

決算の状況です。 

まず横の欄ですけれども、まず項目を挙げております。Ａとして、

平成２４年決算額。これは前年度決算額です。次に平成２５年当初予

算額、当初予算でどのように設定したかというのがＢです。次に平成

２５年決算「見込み」となっておりますけれども、決算の数字と考え

ていただいて結構です。それがＣの数字です。差引としまして、Ｃ－

Ａ。２５年決算と前年決算がどう違うのか、というところがこのＣ－

Ａです。Ｃ－Ｂのところが、当初予算と、どれくらい違っているのか、

というところを見る欄です。次に備考に移っていただきまして、備考

の中身、主に平成２４年決算との比較、Ｃ－Ａに対するコメントを書

かせていただいております。 
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それでは全部挙げましても非常に時間がかかってしまいますので、

重要な点を上から順番に説明をさせていただきたいと思います。 

まず、国保税とさせていただいております、国民健康保険税です。

Ｃ－Ａのところを見ていただけますでしょうか。現年課税分につきま

して、２億２，５７４万円の増です。対前年決算比です。滞納繰越分

につきましても、約５，０００万円の増となっております。その理由

は、皆様にご審議いただいた国保税率の改定による増。それと滞納繰

越分につきましては徴収体制を強化したことによる増という形になっ

ております。条件としまして、被保険者数自体は一年前より減してお

ります。減しているなかで、これだけの増収をはかることができたと

いうところです。 

続きまして国庫支出金についてです。国庫補助金の欄を見てくださ

い。同じくＣ－Ａの欄です。国庫補助金で１億１，０００万円ほどの

増になっております。備考欄に目を移していただきたいのですけれど 

も、これは、特別交付金８，４００万円を国から受けることができま

した。これは、各保険者の取り組み状況に応じて評価をいただいても

らうものですけれども、兵庫県内では、約三分の一の市町、１３市町

が受けることができました。川西市におきましても、これまで皆様と

ご審議いただいたなかで実施してきた内容、例えば人間ドックの助成

金の拡充ですとか、がん検診の補助、それとジェネリック医薬品に対

する取り組み、各種ＰＲ活動などのところを大きく評価していただけ

たのではないかと。もちろん収納率の向上も評価いただいた点である

というように思っております。それと、国庫負担金も含めまして、約

１億９，７００万円の増になっております。 

ただし、この中には概算で受けているところもありますので、翌年

度に精算として１億６，６００万円をお返ししなければならないとい

うことも分かっております。 

続きまして、療養給付費等交付金です。この中身は、退職被保険者

制度にかかる、要は元サラリーマンだった方々に対しての医療費の精

算の仕組みですけれども、その交付金です。そこが前年度比約２，４

００万円減になっておりますが、これは翌年度精算で逆に１，８００

万円ほど受け取ることが決まっております。 

次に、前期高齢者の交付金です。国民健康保険は、前期高齢者の加

入率が非常に高い、ですから、医療給付費が高くなる。それを社会保

険側のほうが応援してくれる交付金です。この交付金が、対前年比、

２億４，７００万円と大きく増えております。 
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しかし、この精算方法がちょっと特殊な精算方法でして、まず概算

で渡しておいて、２年後に精算をするという仕組みになっております。

前期高齢者の加入率でありますとか、そのへんを精査するなかで、ほ

ぼ分かっておりますのは、２年後には２億７，０００万円ほど返さな

ければならないというふうに思っております。返すと言いますか、２

年後に受ける交付金を減額することによって調整をされるということ

になります。ですから、一旦この額を受け取ったというふうに思って

いただいてよいのではないかと。将来のマイナス要因がここではっき

りしているというところです。 

次に、少し下にとんでいただいて、繰入金の欄です。繰入金のとこ

ろで４，１００万円ほどの増になっております。法定外繰り入れを税

率改定のなかで議論いただいて、約４億２，０００万円の繰り入れを

しているわけですけれども、これは２４年度につきましても、２４年

の補正を行うことによって４億２，０００万円既に引き上げておりま

すので、その差というのはここでは現れてきません。４，１００万円

増えた理由は、税率改定をすることによって、基本料金部分も当然料

金を引上げております。均等割、平等割の部分です。そこを引き上げ

るということは、低所得者の方々に対しては割引をしておりますので、

その割引額も当然増えることになります。その分は一般会計からの補

てんをすることになりますので、料金の改定をすると、割引部分の繰

り入れも増えていくという内容です。 

次に歳出の方に移らせていただきます。 

総務費は事務費ですので、ここにかかった経費は基本的には全部繰

り入れ対象になりますので省略させていただきます。 

やはり注目すべきは保険給付費です。保険給付費、いろいろ見込ん

で皆様にお話をさせていただいていたのですけれども、結果を見まし

たら、一人当たり医療給付費は対前年度で５．２８％という伸びでし

た。非常に大きな伸びであったということが言えると思います。吹出

しで書いておりますが、医療給付費の一人当たり伸び率の見込みは、

税率設定時におきましては３．５９％と見込んでおりました。しかし

結果は５．２８％と非常に高かったわけです。これは、２４年度の伸

び率も約３％ということで見込んでいたはずです。それが実質は、平

成２３年度比で０.８６％しか伸びなかったというところです。税率設

定時のときのことを思い起こしていただきましたら、でこぼこの伸び

方をしているということでお話をしていたと思います。１％台の伸び

であったり、６％伸びたり、また翌年は小さかったりの繰り返しだと 
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いうことだったのですけれども、今回につきましても、２４年度は非

常に小さかったのですけれども、その反動というような感じで２５年

度は大きく伸びたというところです。 

続きまして高額療養費のところを見ていただきたいのですけれど

も、高額療養費のところで、対前年度約１億２，０００万円増という

かたちで増えております。これは、福祉医療制度というのがあります。

例えば障害者医療や乳児医療などというような制度です。本来は３割

負担をするべきところですけれども、一定のお金を払えば、例えば１

回６００円とかの医療費を払えば医療にかかれるようにしている制度

です。現物給付と言いますか、病院へ受給者証を持っていくことによ

って負担を減らすことができるわけですけれども、そういう支払いを

するなかで、吹き出しで書いておりますように、本来は高額療養費と

して各保険で持たなければならないところの給付を、この福祉医療制

度が、現物給付の流れの中で負担してしまっているケースがあります。

それを国民健康保険の後処理のなかで、福祉医療の負担を国保が持つ

ようなかたちの会計処理をしていくことになります。その取扱いを可

能な限り増やすような努力をしました。国民健康保険の負担が増えた

わけではございますが、その反面、福祉医療の負担は減っております。

これは市全体にとってはプラスになりますので、このような努力もさ

せてもらっているというところです。 

もう一つ難しい制度ですけれども、その下に共同事業拠出金の制度

があります。これは、歳入のほうの下から７行目ですけれども、共同

事業の交付金というのがあります。この交付金と拠出金が対になって

いる制度ですが、今でしたら３０万円以上の医療費について、県下で

その負担がでこぼこしないように、急に発生して大きく負担にならな

いように、みんなで持ち合う制度を作っております。それが共同事業

交付金、拠出金の制度ですが、川西市は、いつも拠出金をたくさん出

しております。他の市町を助けるようなかたちになっております。 

２４年度につきましては１億円ほど拠出過多になっていたのですけ

れども、今回２５年度につきましては、拠出金は２，０００万円ほど

増えておりますけれども、もらう交付金も７，０００万円ほど増えて

おりますので、拠出過多の状況がいくらかは解消されたと、５，００

０万円ほどは拠出過多の状況が解消されたということになります。川

西国保の財政にとってはよい傾向であるということが言えるかと思い

ます。 

主な内容は以上ですけれども、以上のようなことを踏まえた中で、 
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Ｃの欄の下から３行目を見ていただきたいのですけれども、色を塗って

おります、歳入・歳出差引③として①－②としておりますけれども、約

４，６００万円の黒字を計上することができたということです。平成２

４年度は約４億５，５００万円の赤字だったのですけれども、税率改正

などがありまして、約４，６００万円の、今回は黒字でいくことができ

ました。 

ただし、先ほど途中で説明しましたように、翌年度で精算するお金、

国庫支出金等です。それが１億４，７００万円ほど、差引マイナスが計

上されますので、実質的な収支としましては、一番下のところですけれ

ども、まだやはり約１億円の赤字があるというように思っております。 

ただし、同じ条件で比べました平成２４年度決算、Ａの欄のところを

比較しますと、約５億４，５００万円、収支を改善したということが言

えるのではないかというように考えております。 

税率改正時におきましては、まず２５年度で約３億５，０００万円解

消する予定でおりました。そこを大きく解消することができたというと

ころです。 

その要因は、特別交付金で約８，４００万円を受けたこと、滞納繰越

分の収納の伸びを約４，０００万円増やしたこと、それと共同事業で差

引約５，０００万円プラスであったこと、このへんが見込みより改善さ

れた、上回った理由であるというように考えております。 

またあとで平成２６年度の税率設定の状況をお話ししますけれども、

まず一旦ここで区切らせていただきます。 

 

ありがとうございました。 

ただいまの説明に対して何かご質問等ございませんでしょうか。 

かなり厳しい税率改正を被保険者の方にお願いしたわけですけれど

も、結果としては、財政そのものはかなり変わってきたと思います。 

 

歳入のところで、国保税の税率改定、それから徴収体制強化、という

ことによる増加と書いてありますけれども、前年度に比べてどのような

徴収体制をとられたのかということと、収納率が向上しているという

と、何パーセントくらい前年度から比べて上がったのでしょうか。 

 

私の方からご説明させていただきます。 

まず現年度につきまして、収納率ですけれども、それ自体は現年度に

つきましては微減しております。 
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２４年度は８９．２％ありましたのが、２５年度は８９．０８％。

０．１２％でありますが、わずかに減っております。 

ここの下がった要因ですけれども、やはり先ほどくらいから話に出

ております税率改定の影響緩和策といたしまして、納期を２５年度か

ら８期から９期に増やしたことによります、いわゆる納付忘れという

のが大きな要因であると考えております。 

我々といたしましても、年度はじめのほうから、８期から９期に増

えるということでいろいろなかたちでＰＲしていたのですけれども、

なかなかそれでも浸透させられなかったようで、わずかではあります

が、率といたしましては、現年度は微減しています。 

滞納繰越分の収納率ですが、２４年度は８．６％でしたが、２５年

度は１０．８％と、２．２％増えております。 

ここで、ご質問の徴収対策をどう変えたかということですけれども、

ここにつきましては納税呼びかけセンターですとか、債権回収課への

案件の移管をしておりまして、それからいわゆる収納環境の整備です

が、コンビニ収納であるとか、口座振替の推進なども、２５年度につ

いては、積極的にやっております。 

特に口座振替の推進というのは、２５年度から原則新規で加入いた

だく方については口座振替をお願いするということで、国民健康保険

課とタッグを組みまして、窓口でそういうお話をさせていただいて、

極力口座振替でお願いするということでお話をしております。 

それから、財産調査と滞納処分の強化です。窓口で納税相談をさせ

ていただく場合に、これまででしたら相手のおっしゃる額にそのまま

させていただくケースが多々あったのですけれども、相手の事情をお

聞きしながら、現在の滞納額ですとか、毎月の納付可能な額というの

をご相談させていただきながら、１回でも短い期間で納付してもらえ

るようにということでお声掛けさせていただきました。 

また、滞納処分につきましても、本市のほうから催告書などいろい

ろお送りしているのですけれども、そういう文書に対して全く反応を

いただけていない方に対しまして、財産調査したうえで、差押えした

と。実際全く今まで何も反応いただけていなかった方が、差押えを告

げた途端に完納していただくというようなケースもありましたので、

一定の効果があったというふうに思います。 

それから、面談を行っての徴収、さきほどの窓口での分納相談とい

うこともあるのですけれども、短期証の呼び出し状なども出させてい

ただきまして、なるべく窓口で皆さんとお話しするような機会を作り 
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まして、対面で接触させていただいているような状況です。 

以上のようなことで、現年度微減であったのですけれども、全体の

収納率といたしまして、２４年度が５９．６％ありましたのが、２５

年度は６１．４％と、１．８％の増になっております。以上です。 

 

ありがとうございました。委員よろしいですか。 

分納を８期から９期にすることによって、従来８期で終わっていた

のでもうそれで終わりだと思って忘れておられる方がいらしたと。 

 

はい。そのへんについては、２月末が通常８期の納期限でして、２

５年度につきましては３月末も最後の９期がございまして。９期の督

促状が届いて問合せをして、それで納めていただく方も結構いらっし

ゃいました。 

 

４月に入ってからの納付が多かったと。 

 

そうです。 

 

他に皆さん何か、ございませんか。 

 

今回の説明のなかで、最後の、決算のところですが、これが、予想

通りだったのか、それよりよかったのかということと。それとこのま

までいくとまた税率改定しなければならないのか、このままでいける

のか。そのあたりを説明していただきたいと。 

 

一番下の吹き出しに書かせていただいている金額、約１億７，００

０万円は、この段階では見込みよりはよかったということが言えると

思います。 

ただし、このままいけるのかと言われますとなかなか難しいところ

です。 

この調子でいきますと、２６年度につきましてもプラスにはなると

思いますが、解消幅というのはぐっと減ってきます。と言いますのは、

給付費はさらに２６年度は高くなるわけですので、それに伴いまして、

２５年度につきましては約５億４，５００万円、赤字を解消できまし

たけれども、実際はここまでの解消はとうていできないだろうと思っ

ております。 
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ですので、２６年度末をどう予想するかですけれども、今実質的な

赤字が約１億円ございます。これはたぶん解消できるかとは思います

けれども、せいぜいちょうど０になるくらい、もしくは若干上回るか

くらいかと思います。 

仮にそうでありましたら、２７年度、２８年度は確実に給付が伸び

ていきますので、その分をカバーする税率改正等はやはり必要になっ

てくるのではないかなというように思います。 

以上です。 

 

他に何かありませんか。 

 

できるだけ自動振替にするということですが、口座振替は増えたの

ですか。 

 

口座振替の件数ですね。件数も増えております。 

２４年度の第１期が７，５２５件。 

２５年度は少し増えまして、第１期が８，１５０件。 

２６年度の第１期、ついこの間ですが、それが８，４８１件。 

毎年増えていっております。件数はもちろん金額も増えていってお

ります。 

今年度の取り組みですけれども、２６年度、今年度の１０月から、

ペイジーといいまして、マルチペイメントネットワークというものを

導入します。今調整しております。 

ペイジーについてですけれども、窓口でキャッシュカードを使って

口座振替の申込みをするというものです。 

これまででしたら銀行印を押して、銀行に行ったら印鑑が違うとい

うことで突き返されたりしていたのですけれども、こういう煩雑な手

間がなくなって、簡略化できるのではないかと。 

台数的にはうちの市役所の窓口で置けるのは３台だけですけれど

も、一応それだけ置かせてもらおうかと思って調整中です。 

 

事務局、資料２については説明がありますか。 

それでは資料２について説明をお願いします。 

 

それでは資料２のほうをごらんください。 

これは２６年度に変更になった点について挙げさせていただいてお 
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ります。 

一つは、上のほうに書かせていただいているとおり、賦課限度額を

引上げさせていただいております。これは、川西市の税条例が、地方

税法に基づく基準額に従いまして引上げるという規定になっておりま

すので、自動的に変更させていただいたものです。 

医療給付費分につきましては５１万円のままですけれども、後期高

齢者支援金分と介護納付金分について、２万円ずつ引上げさせていた

だきました。 

その結果、一番上の吹出しに書いておりますように、約３，０００

万円税収を上げることができるということになります。 

その結果どういうふうになったかというのが右の真ん中上のグラフ

で「限度額超過世帯数とその割合」という欄を作っておりますけれど

も、特に真ん中の後期高齢者支援金分と、その隣の介護納付金分のほ

うで、限度超過の世帯が減ってきております。 

所得の一定以上ある方々から、さらに２万円ずつ高く徴収すること

ができたというところです。 

もう一つは、軽減、割引の拡大です。 

５割軽減の部分と２割軽減の部分を拡大させていただきました。低

所得者に対して保険料を安くする改定を行いました。これも法律に従

って動いている分です。 

一番大きく変わったのは何かと申しますと、「軽減対象者拡大の内

容」のなかの二つ目のほう、５割軽減の拡大というところです。 

従前は、この５割軽減の制度は一人世帯を対象としておりませんで

した。それを、一人世帯も対象にすることになりました。 

それで、下の方の表になっております５割軽減の欄を見ていただき

たいのですけれども、平成２５年度につきましては、８７４世帯、２，

３０８人に対して約５，７８０万円の減額をしていたのですが、それ

が、２，２７５世帯、４，６１８人に対して、１億２，２８６万２，

０００円の減額を行うことになりました。大きく割引をするというこ

とができるようになりました。 

そうしましたらこの分、国保財政が苦しくなるのかということです

けれども、先ほど繰り入れのところでちらっとお話させていただいた

ように、法定の割引をした分は繰入金で補てんをしますので、国保財

政にはなんらマイナスの影響はいたしません。 

ですから、保険税としては、減額に値するところです。減額部分が、

大体８，０００万くらいあるかと思うのですけれども、大体８，００ 
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０万くらい減額して、上のほうの増税の部分、これは３，０００万円

くらい、ということですので、都合、実質は２６年度の賦課の状況で

見ると２５年度よりは減額賦課ということが言えるのではないかとい

うように考えております。 

簡単ですけれども、以上です。 

 

ただいまの説明に対して何かご質問ございますか。 

低所得者の方の軽減の割合と言いますか、その対象を拡大したと。

税率改定の負担も少しはカバーすることができたのではないかと思う

のですけれども。 

ご質問ございませんか。 

 

これは、国で消費税が８％に増税されたことに対します、低所得者

に対する補てんと申しますか、その一環として、その財源が国保の方

に回ってきたというところです。 

全国ベースで約５００億円、これを補てんするための措置が国のほ

うから出されております。 

 

議題１について、ご質問ございませんでしょうか。 

２５年度については、税率改正によって、かなり保険財政は健全化

してきたということのようです。 

特にご質問等なければ、次に移りたいと思います。 

それでは次に協議事項第２「出産育児一時金の改正について（諮問・

答申）」に移りたいと思います。 

それでは、健康福祉部長より諮問を受けたいと思います。よろしく

お願いします。 

 

それではただいまお手元にお配りしました、諮問書の写しのほうを

ごらんください。朗読いたします。 

 

 

諮 問 第 １ 号 

平成２６年９月１１日 

 

 

川西市国民健康保険運営協議会 
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会長  中 原 光 治  様 

 

川西市長  大 塩 民 生 

 

 

出産育児一時金等の改正について（諮問） 

 

 

「出産育児一時金」につきまして、産科医療補償制度の見直しに併

せて、健康保険法施行令の改正により平成２７年１月から見直しされ

ることになったため、当市の条例等を改正する必要があります。 

つきましては、次のとおり改正したいので、国民健康保険法第１１

条の規定により諮問します。 

 

諮 問 事 項 

 

１ 川西市国民健康保険条例第７条に規定する出産育児一時金の額

を「３９万円」から「４０万４,０００円」に改める。 

 

２ 川西市国民健康保険条例第７条ただし書き及び川西市国民健康

保険条例施行規則第６条に規定する額を「３万円」から「１万６,００

０円」に改める。 

 

 

＜健康福祉部長朗読後、会長に諮問書を渡す＞ 

 

それでは諮問の内容につきまして事務局より説明をお願いします。 

 

それでは説明をさせていただきます。 

この改定は、産科医療補償制度の見直しに伴い行われるものです。

産科医療補償制度という制度ですが、これは出産、分娩の折に、一般

的には計り知れないような理由に基づきまして、重症の脳性麻痺のお

子様が生まれてしまうというようなことがあるようです。そのときに、

加入する保険です。産科医療補償制度に加入している医療機関が患者

負担を求めます。その患者負担分を、３万円支給させていただいてい

たということです。 
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ただ、これは民間の保険会社等も入りまして、この３万円という額

が国との中で決定していったわけですが、数年経ってどうもお金が余

るという状況になりまして、その掛け金額の見直しを進めていったと

ころです。 

その結果その金額を、裏面に書いておりますとおり、（２）のよう

に「３万円」から「１．６万円」に引き下げても差しつかえないだろ

うというところで、まずこの産科医療補償制度の金額が「３万円」か

ら「１．６万円」に変更になったというところです。 

これに合わせまして、出産育児一時金の本体、３９万円と規定して

いたところですが、これの見直しもまた次に検討に入りました。 

これはどのように決まっているのかと申しますと、特別な個室料で

ありますとかそういうものを除いた大体の出産費用が全国的にどの程

度であるかというなかで、その平均的なものを補てんしようというと

ころで決まっているものです。 

この金額につきましても数年経っておりますので、出産費用につき

ましても若干上がってきているところです。全国的な、平均的な出産

費用を割り出したなかで、「４０．４万円」、きっちりではなかった

とは思いますけれども、この程度だと決定されたものです。 

都合両方の制度を併せて４２万円とその負担全体としては変わらな

いように設定したというところです。 

産科医療補償制度のことだけを考えるのであれば、１．４万円削っ

たことの減で終わってしまうところですけれども、本体部分の引上げ

を同時に行ったことで、合わせると現状維持というようなかたちでお

さえているというところです。 

具体的に、条例等見ていただいたほうがよいかと思います。 

お手元の事業概要、ありますでしょうか。事業概要の５３ページを

ごらんください。事業概要５３ページの上から３行目、出産育児一時

金、第７条としているところです。ここで、出産育児一時金を３９万

円としております。 

下から２行目のところで、「規則で定めるところにより、これに３

万円を上限として加算するものとする」という規定をしております。

ここの金額を修正する必要があるというところです。 

それともう一つは、施行規則の改正です。これは５６ページになり

ます。条例のほうで３万円を上限にというような規定をしており、そ

の中身が何なのかというのを第６条で規定しております。その上限額

を３万円とするという規定ですけれども、ここも規定の上限額を変更 
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させていただきます。このような内容になっております。説明は以

上です。 

 

ありがとうございました。 

ただいまの諮問及び説明につきまして、何かご質問、ご意見等はご

ざいませんでしょうか。 

 

当初３万円から１．６万円と、約２分の１になっているということ

ですけれども、３万円が余ってきているというふうにおっしゃいまし

たけれども、その理由は少子化なのでしょうか。 

 

いえ、決して少子化ではなくて、事故の発生率を過去のデータに基

づいて３万円ということで出してきたと思うのですけれども、実際運

用してみると、掛け金をちょっともらいすぎたなということで、その

金額の見直しが行われたというところです。 

もちろん、その出産数自体の減少も影響しているかも分かりません

けれども、その事故の発生率とこの掛け金のバランスがよろしくなか

ったのではないかと思っております。 

 

他に何か質問ございませんでしょうか。 

 

ちょっとこの問題とは関係ないのですけれども、４２万円以上の支

給はできるのでしょうか。 

たとえば、市町村によっては４２万円以上出されているような市町

村もあるのでしょうか。キープしてくださいという感じなのでしょう

か。 

 

そうです。おっしゃるとおりです。 

兵庫県内では、４２万円以上の設定をしている市町はたぶんなかっ

たと思います。 

ただ、法令上、この上積みをすることは可能ではあります。 

この４２万円につきましては、財源があります。３分の２が、地方

交付税措置をされているところです。 

ですからその繰り入れがあるわけなのですけれども、これを例えば

１万円プラス、２万円プラスとしていきますと、それはまるまる市の

負担、もしくは保険税での負担というかたちになってまいります。こ 
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こを果たしてどのように考えるかということかと思います。 

 

他に何かご質問ございませんでしょうか。 

なお、この諮問につきましては、条例の改正ということもありまし

て、本日中に答申を欲しいという要望があります。 

ということで、もしこの諮問につきまして、皆様のほうで、何かご

意見があれば。あるいは何もご意見がないようでしたら、諮問どおり

答申をしたいと思うのですけれども、よろしいですか。 

 

＜質問、意見等なし＞ 

 

それでは諮問どおりの内容で答申を作成して参りたいと思います。 

次に答申書の作成にとりかかりますので、これまで皆様からいただ

いたご意見を参考にさせていただきながら、文案につきましては、私

のほうで作成いたしますので、ご一任いただけますでしょうか。 

 

＜「異議なし」の声あり＞ 

 

それでは後程答申案を皆様のほうに確認していただいて、それから

答申してまいりたいと存じます。 

しばらく休憩をいたしますので、よろしくお願いします。 

 

＜休憩＞１５：３０  ＜再開＞１５：３４ 

 

皆様よろしいでしょうか。 

今回の答申につきましては、法改正に基づく諮問でして、特に皆様

からこの答申にあたって「付帯事項」というかたちでのご意見もござ

いませんでしたので、一応答申については、適正な改正であるという

ことで簡単にまとめておりますので、ちょっと読ませていただきます。 

 

＜会長が答申書を朗読する＞ 

 

以上であります。 

特になければ答申をしたいと思います。 

 

平成２６年９月１１日 
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川西市長  大 塩 民 生  様 

 

川西市国民健康保険運営協議会 

会長  中 原 光 治 

 

出産育児一時金等の改正について（答申） 

 

平成２６年９月１１日付諮問第１号で諮問のあったことについて、

審議の結果、下記のとおり答申する。 

 

記 

 

今回の改正について当協議会としては、健康保険法等の改正に基づ

く改正であること、また、出産育児一時金の本体部分については、被

保険者に有益な改正であることから、適正な改正であると認める。 

 

 

＜会長朗読後、健康福祉部長に答申書を渡す＞ 

 

すみません、ちょっと確認ですが。もっと早く気付けばよかったの

ですけれども、答申で、「今回の改正について当協議会としては、健

康保険法等の改正に基づく改正」とされていますが、さきほど配って

いただきました、厚生労働省の通知のほうには「健康保険法施行令」

の改正に伴うとなっているのですが、これはどうしましょう。これも

含めて「健康保険法等」ということでよろしいでしょうか。 

 

＜会長からの同意あり＞ 

 

はい、わかりました。 

 

以上でよろしいでしょうか。 

以上、２番目の議題につきましての答申は終了とさせていただきま 

す。 

皆様のご協力に感謝を申し上げます。委員の皆様方には、大変お忙

しいなか、慎重にご審議賜りまして、誠にありがとうございました。 

以上で本日の議題については終了とさせていただきますが、あと、 
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事務局のほう、何かありますか。 

 

はい、皆様にお願いと言いますか、今後の日程につきまして、大体

のところをちょっとお話させていただきます。今後、これから税率の

改正というかたちでご審議いただくことになろうかと思います。その

日程的なものが、２年前、大変ばたばたとしたように思っております。 

私どもとしましては、もう少ししっかりと、ゆっくりとやっていき

たいのですけれども、やはり最終のデータの積上げがないと、もしく

は国から、例えば前期高齢者交付金の概算額ですとか、後期高齢者支

援金分の概算分、介護納付金分の概算分ですとかが年末に来まして、

その数字がすごく税率に影響を与えるというところが、二年前の審議

で明らかになっております。実際には年末になって、国からそういう

データをもらって、１月に最新のデータを入れて数字を出して、それ

を見てからご審議いただかざるを得ない。このような日程になってし

まうかと思います。 

１２月の末に一度その時点での状況、考え方、これは皆様に一旦お

話しいたします。年が明けて１月の半ば頃に、最新のデータに基づい

て出した結果を皆さんにお示しいたします。少し日をおいて、最終こ

のような考え方でいきたいということで諮問をさせていただいて、そ

の場ですぐ答申をいただけるのか、もしくはまた協議をして答申とい

うかたちになるのかは分かりませんが、このようなタイトなスケジュ

ールにならざるをえないというふうに考えております。まず年末、１

月に入って１月半ばから１月の末にかけて、ばたばたとお願いするこ

とになろうかと思いますけれども、すみませんがどうぞよろしくお願

いいたします。そのお願いをしておきたいと思います。 

それと、今年につきましては、国民健康保険税の改正をさせていた

だきますのと、それと介護保険料の改正、これは３年に一度あるわけ

ですが、ちょうど重なっておりまして、介護保険料の改正におきまし

てはやはり同じように、こういう運営協議会の場、もしくは議会等々

詰めていくことになります。 

向こうもやはり同じ事情です。非常にタイトな日程の中で決めてま

いりますので、今日もちょうど会議がバッティングしておりまして、

開催時間をこのようなかたちで少しずらして、いつもより遅く開催さ

せていただいているというようなかたちになっております。もしも日

が重なっても、時間を少しずらして、両方とも開催できるようにと考

えております。 

ですので、国民健康保険運営協議会の開催時間は、基本的にこの２

時半というようなかたちでお願いしたいと思っておりますけれども、 
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このへんのところご理解いただきたいと思っております。よろしくお

願いいたします。 

 

具体的な日にちにつきましては、委員の皆様のご都合を合わせなが

ら調整をしていただきたいと思います。 

それでは最後に、部長より、答申に対してお礼のあいさつがござい

ます。よろしくお願いします。 

 

本日はどうも皆様、ご答申をいただきましてありがとうございます。

本日の答申内容は、１２月市議会、国民健康保険条例の改定として提

案をしてまいります。 

ただいま担当が申し上げましたように、今後委員の皆様には、税率

のご検討ということをお願いして参りますけれども、大変お忙しいと

は存じますが、どうかよろしくお願い申し上げます。少し朝晩寒さが

感じられるようになってまいりましたけれども、委員の皆様には十分

お体に気をつけていただきまして、どうか今後ともご審議のほうよろ

しくお願いしたいと考えております。 

 

ありがとうございました。 

本日は、平成２５年度川西市国民健康保険事業特別会計決算報告、

及び出産育児一時金の改正などについて、委員の皆様の慎重なるご審

議をいただき、無事に答申することができ、心よりお礼申し上げます。 

これをもちまして、平成２６年度第１回川西市国民健康保険運営協

議会を閉会いたします。どうもありがとうございました。 

 


